
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
保
安
に
関
す
る
検
査
）

（
保
安
に
関
す
る
検
査
）

第
八
条
の
四

（
略
）

第
八
条
の
四

（
略
）

２

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
時
期
は
、
次
の
各

２

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
時
期
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
又
は
移
送
取
扱
所
の
区
分

号
に
掲
げ
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
又
は
移
送
取
扱
所
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ

の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
、
当
該
時
期
に
法
第
十

の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
、
当
該
時
期
に
法
第
十

四
条
の
三
第
一
項
の
保
安
に
関
す
る
検
査
を
行
う
こ
と
が
適
当
で

四
条
の
三
第
一
項
の
保
安
に
関
す
る
検
査
を
行
う
こ
と
が
適
当
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
又

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
又

は
移
送
取
扱
所
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
の
申
請
に
基
づ

は
移
送
取
扱
所
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
の
申
請
に
基
づ

き
、
市
町
村
長
等
が
別
に
定
め
る
時
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
、
市
町
村
長
等
が
別
に
定
め
る
時
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も

一

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

完
成
検
査
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

完
成
検
査
（
法
第
十
一
条

法
第
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
設
置
の
許
可
に
係
る

第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
設
置
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る

も
の
に
限
る
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
日
又
は
直

受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第

近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査
を

二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査
を
受
け
た
日
の
翌
日

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
（
総
務
省
令
で
定
め
る

か
ら
起
算
し
て
八
年
（
総
務
省
令
で
定
め
る
保
安
の
た
め
の
措

保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

置
を
講
じ
て
い
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
つ
て
は
、
当

に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
に
応
じ
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

該
措
置
に
応
じ
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長

に
よ
り
市
町
村
長
等
が
定
め
る
十
年
又
は
十
三
年
の
い
ず
れ
か

等
が
定
め
る
九
年
又
は
十
年
の
い
ず
れ
か
の
期
間
）
を
経
過
す

の
期
間
）
を
経
過
す
る
日
前
一
年
目
に
当
た
る
日
か
ら
、
当
該

る
日
前
一
年
目
に
当
た
る
日
か
ら
、
当
該
経
過
す
る
日
の
翌
日

経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

の
間

二

岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

完
成
検
査

二

岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
特
殊
液

を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三

体
危
険
物
タ
ン
ク
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
特



第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査

定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

完
成
検
査
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に

を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
前
一

お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

年
目
に
当
た
る
日
か
ら
、
当
該
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算

の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら

し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
前
一
年
目
に
当
た
る
日
か
ら
、

当
該
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間

三

特
殊
液
体
危
険
物
タ
ン
ク
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

完
成
検
査
を
受
け
た
日
又

は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査
を
受
け
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
年
を
経
過
す
る
日
前
一
年
目
に
当
た

る
日
か
ら
、
当
該
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間

四

移
送
取
扱
所

完
成
検
査
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て

三

移
送
取
扱
所

完
成
検
査
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て

行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関

行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関

す
る
検
査
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す

す
る
検
査
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す

る
日
前
一
月
目
に
当
た
る
日
か
ら
、
当
該
経
過
す
る
日
の
翌
日

る
日
前
一
月
目
に
当
た
る
日
か
ら
、
当
該
経
過
す
る
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
）

（
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総

務
省
令
で
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
移
送
の
基
準
）

（
移
送
の
基
準
）

第
三
十
条
の
二

（
略
）

第
三
十
条
の
二

（
略
）



一

（
略
）

一

（
略
）

二

危
険
物
の
移
送
を
す
る
者
は
、
当
該
移
送
が
総
務
省
令
で
定

二

危
険
物
の
移
送
を
す
る
者
は
、
長
距
離
に
わ
た
る
移
送
を
す

め
る
長
時
間
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
移
送
で
あ
る
と
き
は
、

る
と
き
は
、
二
人
以
上
の
運
転
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ

二
人
以
上
の
運
転
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
。
動
植
物
油
類
そ
の

し
、
動
植
物
油
類
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
移
送

他
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）




